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【
事
実
の
概
要
】

原
告１

）は
男
子
大
学
生
Ａ
と
、
大
学
を
卒
業
し
て
法
学
専
門
大
学
院

（
日
本
で
い
う
法
科
大
学
院
の
こ
と
。
以
下
「
法
科
大
学
院
」
と
す

る
）
へ
の
入
学
準
備
を
し
て
い
た
男
性
Ｂ
で
あ
り
、
と
も
に
二
〇
一

〇
年
度
に
法
科
大
学
院
進
学
の
準
備
を
進
め
て
い
た
。

被
告
は
韓
国
の
教
育
科
学
技
術
部
長
官
（
以
下
「
教
育
部
長
官
」

と
す
る
）
と
、
学
校
法
人
梨
花
学
堂
（
以
下
、

梨
花
女
子
大
学
」

と
す
る
）
で
あ
る
。

二
〇
〇
八
年
九
月
一
日
に
、
梨
花
女
子
大
学
が
法
科
大
学
院
の
設

置
認
可
を
求
め
て
教
育
科
学
技
術
部
（
現
在
の
教
育
部
）
に
入
学
選

考
計
画
を
提
出
し
た
が
、
当
該
入
学
選
考
計
画
で
は
入
学
資
格
を
女

性
だ
け
に
与
え
て
い
た
。
だ
が
教
育
部
長
官
は
梨
花
女
子
大
学
の
入

学
選
考
計
画
そ
の
ま
ま
に
法
科
大
学
院
の
設
置
認
可
を
与
え
、
入
学

資
格
を
女
性
の
み
と
す
る
部
分
に
つ
い
て
是
正
措
置
を
し
な
か
っ
た

た
め
、
そ
の
不
作
為
に
よ
っ
て
、
男
性
で
あ
る
原
告
の
平
等
権
、
職

業
選
択
の
自
由
、
教
育
を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
、
憲

法
訴
願
審
判
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
梨
花
女
子
大
学
に
対
し
て
も
、
法
科
大
学
院
の
募
集
要
項

が
女
性
の
み
を
入
学
者
の
対
象
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
男
性
差
別

で
あ
る
と
し
て
憲
法
訴
願
審
判
を
請
求
し
た
。

【
判
旨
】

一

主
位
的
請
求
に
対
す
る
判
断

（
一
）
適
法
要
件
に
対
す
る
判
断

こ
の
事
件
で
は
、
ま
ず
原
告
に
よ
る
憲
法
訴
願
審
判
請
求
が
適
法

で
あ
る
か
ど
う
か
が
判
断
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
裁
判
所
は
、

憲
法

訴
願
審
判
に
お
い
て
は
原
則
的
に
公
権
力
の
行
使
ま
た
は
不
行
使
の

直
接
的
な
相
手
方
の
み
が
自
己
関
連
性
を
認
め
ら
れ
、
公
権
力
の
作

用
に
単
に
間
接
的
で
あ
っ
た
り
事
実
的
ま
た
は
経
済
的
な
利
害
関
係

が
あ
る
だ
け
の
第
三
者
の
場
合
に
は
、
自
己
関
連
性
が
認
め
ら
れ
な

い
」
と
し
な
が
ら
も
、

公
権
力
作
用
が
そ
の
第
三
者
の
基
本
権
を

直
接
的
で
法
的
に
侵
害
し
て
い
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
そ
の
第
三
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者
に
自
己
関
連
性
が
あ
る
」
と
し
た
。

そ
う
し
た
な
か
で
本
件
に
つ
い
て
は
、

全
て
の
法
科
大
学
院
の

総
入
学
定
員
が
限
定
さ
れ
て
い
る
状
態
で
本
件
認
可
処
分
が
、
女
性

の
み
が
進
学
で
き
る
女
子
大
学
に
法
科
大
学
院
設
置
を
認
可
し
た
こ

と
は
、
結
局
原
告
の
よ
う
な
男
性
が
進
学
で
き
る
法
科
大
学
院
の
定

員
が
女
性
に
比
べ
て
少
な
く
な
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
、
原
告

の
職
業
選
択
の
自
由
、
平
等
権
を
侵
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

本
件
認
可
処
分
の
直
接
的
な
相
手
方
で
は
な
い
第
三
者
で
あ
る
原
告

に
も
基
本
権
侵
害
の
自
己
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
」
と
し
た
。

次
に
請
求
期
間
に
つ
い
て
は
、
韓
国
に
お
け
る
憲
法
訴
願
審
判
は
、

基
本
権
の
侵
害
事
由
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
九
〇
日
以
内

に
、
そ
の
事
由
が
あ
る
日
か
ら
一
年
以
内
に
請
求
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
」
の
で
、
本
件
認
可
処
分
は
二
〇
〇
八
年
九
月
一
日
に
行
わ
れ
、

原
告
の
Ａ
は
二
〇
〇
九
年
六
月
一
六
日
に
国
選
弁
護
人
の
選
任
申
請

を
行
っ
た
た
め
請
求
期
間
を
遵
守
し
て
い
る
が
、
も
う
一
人
の
原
告

で
あ
る
Ｂ
は
二
〇
〇
九
年
九
月
八
日
に
憲
法
訴
願
審
判
を
請
求
し
た

た
め
、
一
年
を
経
過
し
て
お
り
不
適
法
で
あ
る
と
し
た
。

な
お
憲
法
裁
判
所
は
本
件
募
集
要
項
に
つ
い
て
、

憲
法
訴
願
の

対
象
と
な
る
行
為
は
、
国
家
機
関
の
公
権
力
作
用
に
属
さ
な
く
て
は

な
ら
な
い
」
と
し
、

こ
こ
で
の
国
家
機
関
は
、
立
法
・
行
政
・
司
法

な
ど
の
全
て
の
機
関
を
含
み
、
間
接
的
な
国
家
行
政
、
例
え
ば
公
法

上
の
社
団
、
財
団
な
ど
の
公
法
人
、
国
立
大
学
（
…
）
の
よ
う
な
営

造
物
等
の
作
用
も
憲
法
訴
願
の
対
象
と
な
る
」
と
し
た
が
、

梨
花

女
子
大
学
は
私
立
大
学
で
あ
り
、
国
家
機
関
や
公
法
人
、
国
立
大
学

の
よ
う
な
公
法
上
の
営
造
物
に
該
当
せ
ず
、
一
般
的
に
私
立
大
学
と

そ
の
学
生
と
の
関
係
は
私
法
上
の
契
約
関
係
な
の
で
、

…
）
公
権

力
の
主
体
と
し
た
り
、
そ
の
募
集
要
項
を
公
権
力
の
行
使
と
み
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
本
件
募
集
要
項
は
憲
法
訴
願
審
判
の
対

象
に
な
り
え
な
い
と
し
た
。

（
二
）
本
件
認
可
処
分
に
対
す
る
判
断

憲
法
裁
判
所
は
、
本
件
認
可
処
分
に
対
し
て
判
断
を
す
る
に
あ
た

り
、

ひ
と
つ
の
規
制
に
よ
っ
て
多
く
の
基
本
権
が
同
時
に
制
約
を

受
け
る
基
本
権
競
合
の
場
合
に
は
、
基
本
権
侵
害
を
主
張
す
る
原
告

の
意
図
及
び
基
本
権
を
制
限
す
る
立
法
者
の
客
観
的
動
機
な
ど
を
斟

酌
し
て
事
案
と
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
ま
た
侵
害
の
程
度
が
大

き
い
主
な
基
本
権
を
中
心
と
し
て
そ
の
制
限
の
限
界
を
検
討
し
て
み

な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
平
等
権
や
教
育
を
受
け
る
権
利
に

つ
い
て
は
、
法
科
大
学
院
に
入
学
で
き
る
可
能
性
が
低
く
な
る
こ
と

を
主
張
し
て
お
り
職
業
選
択
の
自
由
の
問
題
と
重
複
す
る
た
め
、
本

件
で
は
職
業
選
択
の
自
由
を
中
心
に
論
じ
る
と
し
た
。

憲
法
裁
判
所
は
ま
ず
、
設
置
認
可
の
申
請
を
し
た
大
学
の
う
ち
梨
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花
女
子
大
学
は
五
位
で
あ
っ
た
と
し
て
、
本
件
認
可
処
分
が
「
決
し

て
女
性
優
待
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、

…
）
女
子
大
学
と

し
て
の
伝
統
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
梨
花
女
子
大
学
の
大
学
の
自
律

性
を
保
障
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
」
た
め
、
目
的
の
正
当
性
が

あ
り
適
合
な
手
段
で
あ
る
と
し
た
。

次
に
、
梨
花
女
子
大
学
が
「
一
八
八
六
年
に
韓
国
女
性
に
新
教
育

の
機
会
を
与
え
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
国
内
最
初
の
女
性
の
高
等
教

育
機
関
と
し
て
、
一
二
〇
年
以
上
女
子
私
立
大
学
の
伝
統
を
維
持
し
、

教
育
目
標
は
「
国
家
と
人
類
社
会
の
発
展
に
貢
献
す
る
女
性
指
導
者

養
成
」
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
梨
花
女
子
大
学
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
核
心
は
「
女
性
高
等
教
育
機
関
」
と
い
う
点
で
あ
り
、

教
育
目
標
の
核
心
は
女
性
指
導
者
養
成
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
梨
花

女
子
大
学
が
女
子
大
学
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
す
る

か
、
男
女
共
学
に
転
換
す
る
か
は
、
私
立
大
学
で
あ
る
梨
花
女
子
大

学
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
本
質
的
な
部
分
に
該
当
す
る
」
と
し
た
。

そ
し
て
「
女
性
と
い
う
条
件
を
削
除
し
、
男
性
も
学
生
と
し
て
受
け

入
れ
よ
う
と
し
た
り
、
も
し
く
は
女
子
大
学
と
し
て
の
伝
統
を
勘
案

し
、
男
性
の
入
学
自
体
を
禁
止
し
な
い
代
わ
り
に
、
一
定
の
比
率
の

女
性
の
配
分
を
与
え
る
方
法
を
選
択
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
男
性
志
願

者
の
職
業
選
択
の
自
由
を
制
限
す
る
程
度
が
よ
り
緩
和
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
が
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
梨
花
女
子
大
学
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
毀
損
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
迂
闊
に
対
案
と
す
る
の
は
難
し

い
問
題
で
あ
る
」
と
し
た
。

一
方
、
原
告
の
職
業
選
択
の
自
由
を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
、
原
告
は
「
梨
花
女
子
大
学
以
外
に
全
国
の
二
四
の
他
の
法
科

大
学
院
、
総
一
九
〇
〇
名
の
入
学
定
員
に
志
願
す
る
こ
と
が
で
き
、

入
学
し
て
所
定
の
教
育
を
終
え
た
あ
と
弁
護
士
試
験
を
通
じ
て
法
曹

人
に
な
れ
る
充
分
な
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
本
件
認
可
処
分
に
よ
っ

て
原
告
が
受
け
る
不
利
益
が
過
度
に
大
き
い
と
み
る
の
は
難
し
い
」

と
し
て
、
本
件
認
可
処
分
が
原
告
の
「
職
業
選
択
の
自
由
と
梨
花
女

子
大
学
の
大
学
の
自
律
性
の
あ
い
だ
に
、
適
正
な
比
例
関
係
を
維
持

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
。

そ
し
て
「
学
生
の
選
抜
、
入
学
の
選
考
も
私
立
大
学
の
自
律
性
の

範
囲
に
属
す
る
と
い
う
点
、
女
性
の
高
等
教
育
機
関
と
い
う
梨
花
女

子
大
学
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
照
ら
し
て
、
女
子
大
学
と
い
う
政

策
の
維
持
に
つ
い
て
は
、
大
学
の
自
律
性
の
本
質
的
な
部
分
に
属
す

る
と
い
う
点
、
本
件
認
可
処
分
に
よ
っ
て
原
告
（
…
）
が
受
け
た
不

利
益
が
大
き
く
な
い
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
、
本
件
認
可
処
分
は

原
告
の
職
業
選
択
の
自
由
と
大
学
の
自
律
性
と
い
う
二
つ
の
基
本
権

を
合
理
的
に
調
和
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
両
基
本
権
の
制
限
に
お
い

て
適
正
な
比
例
関
係
を
維
持
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、

本
件

認
可
処
分
が
原
告
（
…
）
の
職
業
選
択
の
自
由
を
侵
害
し
、
憲
法
に
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違
反
す
る
と
は
い
え
な
い
」
と
判
断
し
た
。

二

予
備
的
請
求
に
対
す
る
判
断

憲
法
裁
判
所
は
予
備
的
請
求
に
対
し
て
も
判
断
を
下
し
て
い
る
。

憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
裁
判
所
法
が
公
権
力
の
行
使
の
み
な
ら
ず
不

行
使
に
つ
い
て
も
憲
法
訴
願
審
判
の
対
象
と
な
る
と
し
て
い
る
が
、

行
政
権
力
の
不
作
為
に
対
す
る
憲
法
訴
願
は
、
公
権
力
の
主
体
に

憲
法
か
ら
由
来
す
る
作
為
義
務
が
特
別
に
具
体
的
に
規
定
さ
れ
、
こ

れ
に
基
づ
き
基
本
権
の
主
体
が
行
政
行
為
な
い
し
公
権
力
の
行
使
を

請
求
で
き
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
権
力
の
主
体
が
そ
の
義
務
を

懈
怠
す
る
場
合
に
限
っ
て
許
さ
れ
る
と
す
る
の
が
我
が
国
の
裁
判
所

の
確
立
さ
れ
た
判
例
で
あ
る
」
と
し
た
。

そ
の
う
え
で
、
法
科
大
学
院
の
設
置
・
運
営
に
関
す
る
法
律
第
三

八
条
の
規
定２

）が
、

教
育
部
長
官
の
是
正
命
令
は
そ
の
文
言
上
、
裁

量
行
為
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
憲
法
規
定
や
憲
法
解
釈
上
、

教
育
部
長
官
に
学
校
法
人
梨
花
学
堂
の
法
科
大
学
院
募
集
要
項
と
関

連
し
て
同
法
第
三
八
条
に
よ
る
是
正
命
令
を
す
る
義
務
が
あ
る
と
は

み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
件
不
作
為
に
対
す
る
審
判
請
求
は
、

憲
法
か
ら
由
来
す
る
具
体
的
作
為
義
務
が
認
定
さ
れ
る
公
権
力
の
不

行
使
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
不
適
法
で
あ
る
」
と
し
た
。

三

結
論

し
た
が
っ
て
原
告
の
本
件
認
可
処
分
に
対
す
る
審
判
請
求
は
、

理
由
が
な
い
の
で
こ
れ
を
棄
却
し
、
原
告
の
残
り
の
審
判
請
求
は

す
べ
て
不
適
法
な
の
で
こ
れ
を
却
下
す
る
こ
と
に
し
（
…
）
裁
判
官

李
鎭
盛
、
裁
判
官
趙
龍
鎬
の
一
部
反
対
違
憲
を
除
い
た
裁
判
官
全
員

の
一
致
し
た
意
見
と
し
て
主
文
の
と
お
り
決
定
す
る
」
と
し
て
、
教

育
部
長
官
に
よ
る
認
可
処
分
の
部
分
に
つ
い
て
は
棄
却
し
、
残
り
の

争
点
に
つ
い
て
は
す
べ
て
却
下
し
た
。

四

一
部
反
対
意
見

な
お
こ
の
判
決
で
は
、
李
鎭
盛
裁
判
官
と
趙
龍
鎬
裁
判
官
が
一
部

反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
二
人
の
裁
判
官
は
、
そ
も
そ
も
本
件
は

原
告
が
梨
花
女
子
大
学
の
法
科
大
学
院
へ
の
入
学
が
で
き
な
い
こ
と

に
対
し
て
争
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
法
科
大
学
全
体
の
定
員
が
二

〇
〇
〇
名
で
あ
る
う
ち
、
梨
花
女
子
大
学
が
女
性
の
み
一
〇
〇
名
募

集
す
る
た
め
、
実
質
的
に
一
九
〇
〇
名
と
な
り
そ
の
分
法
科
大
学
院

に
進
学
す
る
可
能
性
が
低
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
争
っ
て
い
る
点

に
注
目
す
る
。

本
件
認
可
処
分
に
よ
っ
て
合
格
可
能
性
が
低
く
な
っ
た
の
は
事
実

で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
原
告
の
合
格
の
可
能
性
は
、
適
正
試
験
や

学
校
の
成
績
、
面
接
の
結
果
な
ど
に
よ
る
の
で
、
法
科
大
学
院
の
定
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員
が
女
性
よ
り
少
な
い
こ
と
が
決
定
的
な
要
素
と
は
い
え
ず
、

事

実
上
の
不
利
益
に
す
ぎ
ず
、
本
件
認
可
処
分
に
よ
っ
て
原
告
の
自
由

の
制
限
、
義
務
の
賦
課
、
権
利
ま
た
は
法
的
地
位
の
剥
奪
が
生
じ
た

場
合
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
、

こ
れ
に
よ
り
原
告
の
憲

法
上
の
基
本
権
の
侵
害
の
問
題
が
生
じ
る
余
地
は
な
い
た
め
、
本
件

認
可
処
分
に
対
す
る
審
判
請
求
は
基
本
権
侵
害
の
自
己
関
連
性
は
備

え
て
お
ら
ず
不
適
法
」
で
あ
る
と
し
て
、
本
件
認
可
処
分
に
対
す
る

審
判
請
求
に
自
己
関
連
性
が
な
い
た
め
、
す
べ
て
の
請
求
を
却
下
す

べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

【
評
釈
】

一

は
じ
め
に

本
件
は
女
子
大
学
に
法
科
大
学
院
を
設
置
し
た
こ
と
で
男
性
の
入

学
定
員
が
減
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
男
性
差
別
や
職
業
選
択
の
自
由

の
侵
害
、
教
育
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
争
わ
れ
た
事

例
で
あ
る
。
日
本
で
は
女
子
大
学
に
法
科
大
学
院
が
認
可
さ
れ
た
事

例
が
な
い
た
め
、
本
件
の
よ
う
な
事
例
は
日
本
で
は
起
こ
り
得
な
い

が
、
も
し
女
子
大
学
に
法
科
大
学
院
を
設
置
し
て
い
た
ら
ど
の
よ
う

な
議
論
が
生
じ
る
か
み
て
い
く
う
え
で
は
、
非
常
に
興
味
深
い
。

本
件
で
は
、
原
告
は
主
位
的
請
求
と
予
備
的
請
求
に
分
け
て
憲
法

訴
願
審
判
を
請
求
し
て
い
る
。
主
位
的
請
求
で
は
、
教
育
部
長
官
が

梨
花
女
子
大
学
に
入
学
資
格
を
女
性
の
み
に
与
え
た
法
科
大
学
院
設

置
を
認
可
し
た
こ
と
と
、
梨
花
女
子
大
学
の
女
性
の
み
に
入
学
資
格

を
与
え
た
法
科
大
学
院
募
集
要
項
に
つ
い
て
争
っ
て
い
る
。
予
備
的

請
求
で
は
、
教
育
部
長
官
が
梨
花
女
子
大
学
の
募
集
要
項
が
法
科
大

学
院
の
設
置
・
運
営
に
関
す
る
法
律
第
二
二
条３

）の
規
定
に
違
反
し
て

い
る
が
、
同
法
三
八
条
に
基
づ
き
是
正
命
令
を
し
な
か
っ
た
と
し
て
、

作
為
義
務
に
対
す
る
公
権
力
の
不
行
使
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

憲
法
裁
判
所
は
こ
れ
ら
の
請
求
の
う
ち
、
認
可
処
分
に
つ
い
て
は

判
断
し
た
が
、
残
り
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
募
集
要
項
の
部
分
に
つ

い
て
は
梨
花
女
子
大
学
が
私
立
大
学
で
あ
る
た
め
公
権
力
の
行
使
に

は
当
た
ら
な
い
と
し
て
審
判
請
求
が
不
適
合
で
あ
る
と
し
た
。
公
権

力
の
不
行
使
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
教
育
部
長
官
の
是
正
命
令
は
義

務
で
は
な
い
と
し
て
、
具
体
的
な
憲
法
問
題
に
入
る
こ
と
な
く
却
下

し
て
い
る
。

ま
た
二
名
の
裁
判
官
は
、
教
育
部
長
官
に
よ
る
梨
花
女
子
大
学
に

対
す
る
認
可
処
分
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
原
告
に
対
す
る
基
本
権
の

侵
害
に
値
せ
ず
、
憲
法
訴
願
審
判
に
必
要
な
自
己
関
連
性
の
要
件
を

備
え
て
い
な
い
と
し
て
、
全
て
の
請
求
を
却
下
す
る
よ
う
主
張
し
て

い
る
。

本
件
は
、
女
子
大
学
に
法
科
大
学
院
を
設
置
し
て
女
性
の
み
を
定

員
と
す
る
こ
と
が
男
女
差
別
に
な
る
か
ど
う
か
関
心
を
集
め
た
事
例
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で
あ
っ
た
が
、
憲
法
裁
判
所
は
こ
う
し
た
問
題
を
あ
ま
り
詳
細
に
議

論
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
以
下
で
は
、
韓
国
に
お
け

る
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
制
度
を
紹
介
し
た
あ
と
、
憲
法
裁
判
所
の
判
断
に

つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二

韓
国
に
お
け
る
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
制
度
の
概
観

日
本
で
は
二
〇
〇
四
年
か
ら
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
制
度
が
始
ま
っ
た
の

に
対
し
て
、
韓
国
は
二
〇
〇
九
年
か
ら
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
制
度
が
開
始

さ
れ
た
。
だ
が
日
本
と
韓
国
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
制
度
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
制
度
上
の
違
い
が
み
ら
れ
る
の
で
、
本
件
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

る
に
は
、
ま
ず
は
韓
国
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
制
度
に
つ
い
て
把
握
す
る

必
要
が
あ
る
た
め
、
簡
単
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

日
本
で
は
多
く
の
大
学
に
お
い
て
法
科
大
学
院
が
設
置
さ
れ
た
が
、

現
在
で
は
淘
汰
が
続
い
て
い
る
。
一
方
、
韓
国
で
は
ロ
ー
ス
ク
ー
ル

設
置
の
認
可
を
さ
れ
た
大
学
の
数
が
そ
も
そ
も
非
常
に
少
な
い
。
首

都
圏
に
一
五
大
学
（
う
ち
国
立
大
三
大
学
）、
地
方
に
一
〇
大
学

（
う
ち
国
立
大
七
大
学
）、
合
計
二
五
の
大
学
の
み
が
ロ
ー
ス
ク
ー
ル

の
設
置
を
認
可
さ
れ
て
い
る４

）。

そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
の
定
員
の
内
訳
を
み
る
と
、
首
都
圏
で
は
ソ
ウ

ル
大
（
一
五
〇
名
）、
高
麗
大
（
一
二
〇
名
）、
延
世
大
（
一
二
〇

名
）、
成
均
館
大
（
一
二
〇
名
）、
漢
陽
大
（
一
〇
〇
名
）、
梨
花
女

子
大
（
一
〇
〇
名
）、
慶
煕
大
（
六
〇
名
）、
中
央
大
（
五
〇
名
）、

韓
国
外
大
（
五
〇
名
）、
ソ
ウ
ル
市
立
大
（
五
〇
名
）、
亜
州
大
（
五

〇
名
）、
仁
荷
大
（
五
〇
名
）、
西
江
大
（
四
〇
名
）、
江
原
大
（
四

〇
名
）、
建
国
大
（
四
〇
名
）
と
な
っ
て
お
り
、
地
方
で
は
慶
北
大

（
一
二
〇
名
）、
釜
山
大
（
一
二
〇
名
）、
全
南
大
（
一
二
〇
名
）、
忠

南
大
（
一
〇
〇
名
）、
全
北
大
（
八
〇
名
）、
東
亜
大
（
八
〇
名
）、

嶺
南
大
（
七
〇
名
）、
忠
北
大
（
七
〇
名
）、
圓
光
大
（
六
〇
名
）、

済
州
大
（
四
〇
名
）
の
、
合
計
二
〇
〇
〇
名
と
な
っ
て
い
る５

）。
な
お

ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
制
度
に
お
い
て
「
法
学
部
」
が
存
在
し

な
い
よ
う
に
、
法
科
大
学
院
が
認
可
さ
れ
た
韓
国
の
大
学
で
は
、

法
学
部
」
が
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
、
日
本
と
は
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
。

法
科
大
学
院
修
了
後
に
つ
い
て
み
る
と
、
日
本
で
は
法
科
大
学
院

を
修
了
し
た
あ
と
の
新
司
法
試
験
の
受
験
回
数
が
こ
れ
ま
で
五
年
以

内
に
三
回
ま
で
と
な
っ
て
い
た
う
え
（
現
在
で
は
五
年
以
内
に
五
回

へ
と
改
正
）、
合
格
率
が
二
〇
一
四
年
度
は
二
二
％
に
過
ぎ
な
い
な

ど６
）、

合
格
率
が
低
い
上
に
合
格
し
て
も
就
職
が
難
し
い
と
い
う
問
題

が
み
ら
れ
る
。
一
方
、
韓
国
で
は
法
科
大
学
院
の
認
可
を
与
え
ら
れ

た
大
学
が
そ
も
そ
も
多
く
な
い
の
と
、
法
務
部
の
方
針
で
は
卒
業
後

に
受
験
す
る
弁
護
士
試
験
（
日
本
で
い
う
新
司
法
試
験
）
の
合
格
率

を
入
学
定
員
の
七
五
％
と
す
る
と
し
て
お
り７

）、
さ
ら
に
は
弁
護
士
試
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験
の
受
験
回
数
制
限
も
、
当
初
よ
り
五
年
以
内
に
五
回
ま
で８

）と
な
っ

て
い
る
た
め
、
日
本
ほ
ど
に
ハ
イ
リ
ス
ク
な
制
度
に
は
な
っ
て
い
な

い
。し

た
が
っ
て
韓
国
の
制
度
下
で
は
、
ま
ず
法
科
大
学
院
に
入
学
す

る
こ
と
が
、
事
実
上
弁
護
士
へ
の
道
の
「
入
口
」
と
な
る
た
め
、
法

科
大
学
院
へ
の
入
学
が
日
本
以
上
に
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ゆ
え
に
原
告
は
、
梨
花
女
子
大
学
が
女
性
の
み
に
入
学
資
格
を
与
え

た
こ
と
を
問
題
視
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三

評
価

本
件
で
は
、
梨
花
女
子
大
学
と
い
う
女
子
大
学
が
女
性
の
み
を
法

科
大
学
院
の
入
学
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
が
男
性
差
別
に
な
る
の
で

は
な
い
か
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
た
。
な
お
、
原
告
が
梨
花
女
子
大
学

の
法
科
大
学
院
に
入
学
し
た
か
っ
た
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
憲
法
裁
判
所
の
一
部
反
対
意
見
を
み
る
と
原
告
が
梨
花
女
子

大
学
の
入
学
が
不
可
能
と
な
っ
た
点
で
は
な
く
、
法
科
大
学
院
に
合

格
す
る
可
能
性
が
低
く
な
っ
た
点
を
争
お
う
と
し
て
い
る
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

韓
国
で
は
基
本
権
の
救
済
に
あ
た
り
、
憲
法
裁
判
所
で
憲
法
訴
願

審
判
を
請
求
す
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
が
、
憲
法
訴
願
が
そ
も
そ
も
、

公
権
力
の
行
使
ま
た
は
不
行
使
に
よ
っ
て
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
基

本
権
を
侵
害
さ
れ
た
者
が
憲
法
裁
判
所
に
そ
の
権
利
の
救
済
の
た
め

に
憲
法
訴
願
審
判
を
請
求
し
、
こ
れ
に
対
し
て
憲
法
裁
判
所
が
審
判

を
通
じ
て
国
民
の
基
本
権
を
救
済
し
て
憲
法
秩
序
を
守
護
し
て
維
持

す
る
制
度９

）」
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
公
権
力
に
よ
る
基
本
権
の
侵
害

を
対
象
と
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
原
告
自
身
に
と
っ
て
も
、
梨
花
女
子
大
学
の
よ
う
な

私
立
大
学
に
よ
っ
て
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
場
合
、
憲

法
訴
願
の
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
い
う
の
は
想

定
内
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
憲
法
訴
願
審
判
の
対
象
の
矛
先
を
梨
花
女

子
大
学
の
み
な
ら
ず
、
教
育
部
長
官
に
も
向
け
て
い
る
。

（
一
）
過
剰
禁
止
の
原
則

韓
国
の
憲
法
裁
判
所
で
は
、
過
剰
禁
止
の
原
則
（
比
例
原
則
）
が

違
憲
審
査
の
基
準
と
し
て
確
立
し
て
い
る10

）。
こ
れ
は
「
国
家
権
力
は

無
制
限
に
行
使
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
必
ず
正
当
な
目
的
の
た
め

に
、
そ
し
て
そ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て

の
み
行
使
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
憲
法
上
の
原
則
で
あ
る11

）」
と
す
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
韓
国
憲
法
第
三
七
条
第
二
項
の
「
国
民
の

す
べ
て
の
自
由
及
び
権
利
は
、
国
家
の
安
全
保
障
、
秩
序
の
維
持
又

は
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
限
り
、
法
律
に
よ
っ
て
制

限
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
制
限
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
自
由
及
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び
権
利
の
内
容
を
侵
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
規
定
を
根

拠
に
お
い
て
い
る
。

憲
法
裁
判
所
は
、
国
土
利
用
管
理
法
に
関
す
る
違
憲
法
律
審
判
に

お
い
て
、
過
剰
禁
止
の
原
則
を
適
用
す
る
に
あ
た
り
、
具
体
的
な
判

断
基
準
と
し
て
、
第
一
に
「
目
的
の
正
当
性
」、
第
二
に
「
方
法
の

適
切
性
」、
第
三
に
「
被
害
の
最
小
性
」、
第
四
に
「
法
益
の
均
衡

性
」
と
い
う
四
つ
の
基
準
を
挙
げ
て
い
る12

）。

な
お
こ
の
四
つ
の
判
断
基
準
の
う
ち
、
目
的
の
正
当
性
を
含
め
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
学
界
で
は
議
論
が
分
か
れ
て
お
り
、
鄭
宗

は

過
剰
禁
止
原
則
が
対
象
と
な
る
法
律
の
方
法
的
な
限
界
を
審
査
す
る

た
め
の
基
準
で
あ
る
と
し
て
、
目
的
の
正
当
性
を
除
き
、

適
合
性

の
原
則
」、

必
要
性
の
原
則
」
そ
し
て
「
比
例
性
の
原
則
」
の
三
つ

の
み
を
掲
げ
て
い
る13

）。
論
者
に
よ
っ
て
用
語
が
異
な
る
が
、

方
法

の
適
切
性
」
は
「
適
合
性
の
原
則
」
と
、

被
害
の
最
小
性
」
は

「
必
要
性
の
原
則
」
と
、

法
益
の
均
衡
性
」
は
「
比
例
性
の
原
則
」

と
同
じ
も
の
と
解
釈
し
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う14

）。

目
的
の
正
当
性
は
「
基
本
権
を
制
限
す
る
立
法
は
、
国
家
安
全
保

障
・
秩
序
維
持
・
公
共
の
福
祉
の
た
め
の
正
当
な
目
的
な
目
的
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い15

）」
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

方
法
の
適
切
性
（
適
合
性
の
原
則
）
と
は
、

基
本
権
制
限
の
手

段
ま
た
は
方
法
が
基
本
権
制
限
の
目
的
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
性

質
上
適
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
原
則16

）」
で
あ
る
。

被
害
の
最
小
性
（
必
要
性
の
原
則
）
と
は
、

基
本
権
の
制
限
の

手
段
ま
た
は
方
法
が
い
く
つ
か
あ
り
、
そ
れ
が
基
本
権
制
限
の
目
的

を
同
じ
よ
う
に
実
現
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
会
は
そ
の
な
か
か
ら

基
本
権
を
も
っ
と
も
最
小
に
制
限
す
る
手
段
や
方
法
を
選
択
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
す
る
原
則17

）」
で
あ
る
。

法
益
の
均
衡
性
（
比
例
性
の
原
則
）
と
は
、

基
本
権
制
限
の
手

段
ま
た
は
方
法
が
適
合
性
の
原
則
と
必
要
性
の
原
則
を
充
足
さ
せ
る

も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
制
限
を
受
け
る
基
本
権
の
主
体
が
こ
れ
を

受
忍
で
き
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
原
則18

）」

の
こ
と
で
あ
る
。

韓
国
の
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
、
こ
の
過
剰
禁
止
の
原
則
は
、
原

則
的
に
す
べ
て
の
基
本
権
の
領
域
に
お
い
て
違
憲
審
査
の
基
準
と
し

て
適
用
さ
れ
て
い
る
が
、
各
原
則
に
つ
い
て
の
判
断
が
曖
昧
で
あ
っ

た
り
し
て
い
る
た
め
、
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
恣
意
的
な
運
用
を
さ
れ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
み
ら
れ
る19

）。

梨
花
女
子
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
事
件
に
つ
い
て
も
、
憲
法
裁
判
所

は
教
育
部
長
官
が
梨
花
女
子
大
学
に
法
科
大
学
院
の
設
置
の
認
可
処

分
を
し
た
部
分
に
つ
い
て
、
や
は
り
過
剰
禁
止
の
原
則
を
用
い
て
判

断
を
行
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
目
的
の
正
当
性
に
つ
い
て
は
、
教
育
部
長
官
が
梨
花
女
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子
大
学
に
設
置
の
認
可
を
し
た
こ
と
は
、
女
性
を
優
遇
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
女
子
大
学
と
し
て
の
伝
統
を
守
ろ
う

と
す
る
梨
花
女
子
大
学
の
自
律
性
を
保
障
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ

る
と
し
て
、
教
育
部
長
官
に
よ
る
設
置
の
認
可
に
目
的
の
正
当
性
を

認
め
、
本
件
で
は
同
時
に
、
方
法
の
適
切
性
に
つ
い
て
も
認
め
て
い

る
。そ

し
て
法
益
の
均
衡
性
に
お
い
て
は
原
告
の
職
業
選
択
の
自
由
に

対
す
る
制
限
と
、
梨
花
女
子
大
学
の
自
律
性
と
い
う
二
つ
の
権
利
が

衝
突
し
て
い
る
と
し
、
原
告
が
梨
花
女
子
大
学
以
外
の
他
の
二
四
の

法
科
大
学
院
に
進
学
す
る
機
会
は
開
か
れ
て
い
る
と
し
て
、
原
告
の

不
利
益
が
過
度
に
大
き
く
は
な
い
た
め
、
原
告
の
不
利
益
と
梨
花
女

子
大
学
の
自
律
の
あ
い
だ
に
、
適
正
な
比
例
関
係
を
維
持
し
て
い
る

と
判
断
し
て
い
る
。

な
お
本
件
で
は
、
過
剰
禁
止
の
原
則
の
判
断
基
準
の
う
ち
、
被
害

の
最
小
性
に
つ
い
て
は
、
既
に
法
益
の
均
衡
性
の
と
こ
ろ
で
原
告
の

不
利
益
が
大
き
く
な
い
と
し
て
い
る
か
ら
か
、
特
に
言
及
し
て
い
な

い
。

（
二
）
学
説
の
展
開

（
１
）
肯
定
説

本
件
に
つ
い
て
研
究
し
た
も
の
は
、
韓
国
に
お
い
て
も
あ
ま
り
多

く
な
い
が
、
学
説
は
梨
花
女
子
大
学
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
対
し
て
親

和
的
な
立
場
の
も
の
と
、
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
批
判
的
な

も
の
に
大
別
さ
れ
て
い
る20

）。

前
者
の
見
解
を
み
る
と
、
第
一
に
大
学
の
自
治
、
第
二
に
梨
花
女

子
大
学
の
伝
統
、
第
三
に
積
極
的
差
別
是
正
措
置
の
観
点
か
ら
、
梨

花
女
子
大
学
の
法
科
大
学
院
を
擁
護
し
て
お
り
、
例
え
ば
崔
大
権
は
、

韓
国
憲
法
で
は
第
三
一
条
第
四
項
に
お
い
て
「
教
育
の
自
主
性
、
専

門
性
、
政
治
的
中
立
性
及
び
大
学
の
自
律
性
は
、
法
律
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
保
障
さ
れ
る
」
た
め
、
大
学
の
自
治
制
を
保
障
し
て

い
る
と
し
て
、
法
科
大
学
院
の
設
置
・
運
営
に
関
す
る
法
律
に
お
い

て
も
法
科
大
学
院
が
男
女
共
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る

根
拠
条
文
は
見
当
た
ら
な
い
と
し
て
い
る21

）。
ま
た
梨
花
女
子
大
学
は

私
立
大
学
で
あ
る
た
め
学
生
を
選
抜
す
る
こ
と
が
、
公
権
力
の
行
為

と
は
い
え
な
い
た
め
第
三
者
的
効
力
の
問
題
は
あ
る
が
、
本
件
の
場

合
は
仮
に
間
接
適
用
説
に
立
っ
て
も
具
体
的
に
何
を
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か
答
え
を
出
す
の
が
明
確
で
は
な
い
と
す
る22

）。

崔
大
権
は
次
に
、
梨
花
女
子
大
学
が
女
性
の
教
育
が
困
難
で
あ
っ

た
朝
鮮
王
朝
時
代
の
一
八
八
六
年
に
設
立
さ
れ
、
日
本
に
よ
る
植
民

地
時
代
や
朝
鮮
戦
争
を
経
て
、
女
性
高
等
教
育
機
関
と
し
て
の
歴
史

と
伝
統
を
維
持
し
て
き
た
と
い
う
点
に
注
目
す
る23

）。
韓
国
憲
法
第
九

条
で
は
、

国
家
は
、
伝
統
文
化
の
継
承
、
発
展
及
び
民
族
文
化
の
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暢
達
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
お
り
、

憲
法
第
三
七

条
第
二
項
の
構
造
上
制
限
が
加
え
ら
れ
る
基
本
権
（
こ
の
場
合
平
等

権
）
の
侵
害
を
正
当
化
さ
れ
る
公
益
（
伝
統
を
継
承
・
発
展
さ
せ
な

く
て
は
な
ら
な
い
公
的
必
要
性
）
と
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
と
信
じ

る24
）」

と
主
張
す
る
。
そ
し
て
「
女
性
指
導
者
養
成
の
た
め
の
女
子
高

等
教
育
機
関
と
し
て
の
伝
統
を
尊
重
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
国
家

的
）
公
益
に
比
べ
て
両
性
平
等
価
値
の
侵
害
の
程
度
が
あ
ま
り
大
き

く
な
い
の
で
あ
れ
ば
女
子
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
と
し
て
の
梨
花
ロ
ー
ス

ク
ー
ル
は
憲
法
的
に
正
当
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う25

）」
と
し
、
梨
花
女
子

大
学
の
女
性
高
等
教
育
機
関
と
し
て
の
伝
統
が
国
の
公
益
に
該
当
す

る
と
し
て
い
る
。

崔
大
権
は
そ
れ
か
ら
、
仮
に
梨
花
女
子
大
学
の
法
科
大
学
院
に
お

い
て
女
性
の
み
を
入
学
定
員
と
す
る
こ
と
が
男
女
平
等
に
違
反
す
る

と
し
て
も
、
現
在
の
韓
国
社
会
で
は
女
性
の
進
出
が
ま
だ
不
十
分
で

あ
る
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
韓
国
で
は
一
九
八
七
年
の
民
主
化
以
降
、

男
女
雇
用
平
等
法
」
や
「
女
性
発
展
基
本
法
」
な
ど
が
制
定
さ
れ

た
り
、
公
職
選
挙
法
第
四
七
条
第
三
項26

）に
お
い
て
国
会
議
員
の
比
例

代
表
候
補
の
五
〇
％
を
女
性
と
す
る
よ
う
定
め
た
り
、

国
公
立
大

学
女
性
教
授
採
用
目
標
制
」
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
、
積
極
的
差
別
是

正
措
置
が
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
紹
介
す
る27

）。
そ
し
て
法
曹
界
に

お
い
て
も
、
梨
花
女
子
大
学
の
入
学
定
員
を
合
わ
せ
て
も
、
法
科
大

学
院
全
体
の
女
性
の
入
学
者
数
が
五
割
に
満
た
ず
、
仮
に
法
科
大
学

院
の
入
学
定
員
を
女
性
に
多
く
割
り
当
て
た
と
し
て
も
、
法
曹
界
で

は
現
在
で
も
女
性
の
裁
判
官
や
検
察
官
が
少
な
い
た
め
、
今
後
も
相

当
な
期
間
に
わ
た
っ
て
積
極
的
差
別
是
正
措
置
を
展
開
す
る
必
要
が

あ
る
と
す
る28

）。

換
言
す
る
と
、
崔
大
権
は
梨
花
女
子
大
学
の
法
科
大
学
院
の
問
題

は
、
そ
れ
が
大
学
の
自
律
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
、
女
子
高
等
教
育

機
関
は
憲
法
上
の
「
公
益
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
韓
国
社

会
に
お
い
て
女
性
の
社
会
進
出
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
を
指
摘
し

て
い
る
。

（
２
）
否
定
説

一
方
、
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
否
定
的
な
学
説
で
は
、
憲
法
裁
判

所
で
争
点
と
さ
れ
た
三
点
に
着
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
に
つ
い
て

疑
問
を
提
起
し
て
い
る
。

例
え
ば
崔
祐
禎
は
、
ま
ず
教
育
部
長
官
に
よ
る
梨
花
女
子
大
学
へ

の
法
科
大
学
院
の
認
可
処
分
に
つ
い
て
、
当
該
認
可
処
分
の
法
的
性

格
が
、
覊
束
行
為
な
の
か
裁
量
行
為
な
の
か
を
論
じ
る
と
と
も
に
、

認
可
と
は
処
分
の
形
式
で
行
わ
れ
る
た
め
、
処
分
性
を
有
す
る
公
権

力
の
行
使
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
と
す
る29

）。
そ
し
て
当
該
認
可
処
分

に
つ
い
て
、
法
科
大
学
院
の
設
置
・
運
営
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
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一
項30

）に
お
け
る
認
可
が
単
な
る
裁
量
行
為
で
は
な
く
、
実
際
に
は
多

く
の
大
学
が
設
置
の
過
程
で
異
議
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
覊

束
裁
量
行
為
の
性
質
が
あ
る
と
す
る31

）。

ま
た
教
育
部
長
官
の
認
可
処
分
が
、
公
益
の
た
め
の
覊
束
裁
量
行

為
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
憲
法
上
の
基
本
権
の
問
題
に
照
ら
し
合
わ
せ

て
審
査
す
る
義
務
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
基
本
権
の
問
題
を
顧
み
る

こ
と
な
く
梨
花
女
子
大
学
に
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
設
置
を
認
可
し
た
こ

と
は
、
憲
法
上
の
平
等
原
則
に
違
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し

て
い
る32

）。

崔
祐
禎
は
第
二
に
、
裁
判
所
が
梨
花
女
子
大
学
の
募
集
要
項
が
公

権
力
の
行
使
で
は
な
い
と
し
た
点
に
つ
い
て
も
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。

ま
ず
韓
国
に
お
け
る
大
学
の
う
ち
九
〇
％
以
上
を
私
立
大
学
が
占
め

て
い
る
た
め
、
大
学
が
単
な
る
私
的
な
団
体
に
過
ぎ
な
い
の
か
ど
う

か
問
題
を
提
起
す
る33

）。
基
本
権
が
単
に
国
家
に
対
す
る
主
観
的
公
権

以
外
に
客
観
的
価
値
秩
序
と
し
て
の
面
が
あ
る
と
し
て
、
国
家
権
力

の
み
な
ら
ず
巨
大
な
社
会
的
勢
力
す
な
わ
ち
財
閥
や
マ
ス
コ
ミ
な
ど

と
と
も
に
大
学
も
基
本
権
の
拘
束
を
受
け
る
機
関
と
認
定
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
す
る34

）。
そ
し
て
こ
う
し
た
私
人
間
効
力
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
は
リ
ュ
ー
ト
事
件
の
よ

う
に
憲
法
裁
判
所
が
判
断
を
行
っ
て
い
る
が
、
韓
国
の
憲
法
裁
判
所

で
は
私
立
大
学
が
公
権
力
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
却
下
し
た
こ
と

を
批
判
す
る35

）。

ま
た
法
曹
の
資
格
が
司
法
試
験
か
ら
法
科
大
学
院
へ
と
変
更
さ
れ

た
た
め
、
法
曹
の
養
成
と
い
う
公
益
的
性
格
を
私
立
大
学
に
委
託
し

て
お
り
、
国
家
の
公
的
任
務
の
委
託
で
あ
る
と
し
、
形
式
的
に
は
梨

花
女
子
大
学
の
自
律
的
な
募
集
要
項
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
教
育

部
の
認
可
行
為
に
よ
っ
て
効
力
が
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
梨

花
女
子
大
学
の
募
集
要
項
が
公
権
力
の
行
使
に
相
当
す
る
と
主
張
す

る36
）。第

三
に
崔
祐
禎
は
、
教
育
部
長
官
の
是
正
命
令
の
不
作
為
に
つ
い

て
は
、
憲
法
裁
判
所
が
法
科
大
学
院
の
設
置
・
運
営
に
関
す
る
法
律

第
三
八
条
の
是
正
命
令
が
裁
量
行
為
で
あ
り
義
務
で
は
な
い
と
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
法
科
大
学
院
出
身
者
は
弁
護
士

試
験
の
受
験
資
格
を
与
え
ら
れ
、
弁
護
士
の
み
な
ら
ず
裁
判
官
や
検

察
官
に
任
命
さ
れ
て
い
く
と
い
う
点
で
公
益
的
な
性
格
が
含
ま
れ
て

い
る
と
い
う
点
に
着
眼
す
る37

）。
韓
国
憲
法
第
一
一
条
が
性
別
・
宗

教
・
社
会
的
身
分
に
つ
い
て
差
別
を
禁
止
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
法
科
大
学
院
の
設
置
・
運
営
に
関
す
る
法
律
の
文
言
の
み
を
理

由
に
作
為
義
務
は
な
い
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

単
純
に
法
文
言

上
の
解
釈
に
留
ま
っ
た
結
果
に
続
き
、
憲
法
的
価
値
の
実
現
を
自
ら

放
棄
し
た
結
果
を
も
た
ら
し
た38

）」
と
批
判
す
る
。

第
四
に
、
崔
祐
禎
は
積
極
的
差
別
是
正
措
置
と
逆
差
別
の
問
題
に
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つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
憲
法
に
お
け
る
平
等
原
則
が
単
に
行
為
の

平
等
の
み
な
ら
ず
結
果
の
平
等
も
要
求
し
て
い
る
が
、
梨
花
女
子
大

学
に
つ
い
て
み
る
と
、
韓
国
で
は
「
女
性
の
司
法
試
験
合
格
率
や
法

科
大
学
院
の
合
格
率
を
み
る
と
こ
れ
以
上
積
極
的
な
優
待
措
置
が
必

要
な
い
ほ
ど
の
合
格
率
を
み
せ
て
お
り
、
こ
う
し
た
状
況
で
女
性
だ

け
の
た
め
の
合
格
者
の
定
員
を
別
途
に
置
く
こ
と
は
男
性
に
対
す
る

逆
差
別
に
な
り
う
る39

）」
と
し
、
韓
国
社
会
の
現
状
に
つ
い
て
肯
定
説

と
は
正
反
対
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。

（
三
）
私
見

（
１
）
過
剰
禁
止
原
則
に
つ
い
て

以
上
、
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
判
断
と
、
本
件
に
つ
い
て
の
肯
定
説

と
否
定
説
を
み
て
き
た
。
学
界
で
は
本
件
に
つ
い
て
、
両
性
の
平
等

の
問
題
と
し
て
議
論
し
て
い
る
が
、
憲
法
裁
判
所
は
職
業
選
択
の
自

由
を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
で
両
性
の
平
等
の
問
題
に
つ
い
て
積
極
的

に
判
断
す
る
こ
と
を
避
け
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

憲
法
裁
判
所
の
判
断
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
挙
げ
ら

れ
る
。
ま
ず
梨
花
女
子
大
学
の
女
子
大
学
と
し
て
の
伝
統
を
守
る
た

め
で
あ
る
と
す
る
目
的
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
女
性

の
み
に
一
〇
〇
人
も
の
入
学
定
員
を
認
め
る
と
い
う
方
法
の
適
切
性

に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

実
際
に
原
告
は
、
全
国
の
法
科
大
学
院
全
体
の
定
員
が
年
間
二
〇

〇
〇
人
と
限
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
う
ち
一
〇
〇
人
分

が
梨
花
女
子
大
学
に
割
り
当
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の

分
男
性
が
法
科
大
学
院
に
進
学
で
き
る
可
能
性
が
狭
ま
っ
て
し
ま
う

点
を
主
張
し
て
い
る
。
教
育
部
長
官
が
梨
花
女
子
大
学
に
法
科
大
学

院
設
置
の
認
可
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
〇
〇
人
と
い
う
数
字
が
本

当
に
適
切
だ
っ
た
の
か
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
法
益
の
均
衡
性
で
あ
る
が
、
憲
法
裁
判
所
は
原
告
の
職
業
選

択
の
自
由
と
梨
花
女
子
大
学
の
自
律
が
衝
突
し
て
い
る
旨
言
及
し
て

い
る
が
、
梨
花
女
子
大
学
に
お
い
て
実
際
に
男
子
学
生
を
受
入
れ
て

い
な
い
の
か
ど
う
か
実
情
に
つ
い
て
一
切
念
頭
に
置
く
こ
と
な
く
、

原
告
の
不
利
益
が
大
き
く
な
い
と
し
て
、
梨
花
女
子
大
学
の
自
律
性

を
理
由
に
棄
却
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
問
題
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
韓
国
の
多
く
の
女
子
大
学
で
は
、
男
子
学
生
の
入
学
も

受
け
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く40

）、
梨
花
女
子
大
学
に
お
い
て
も
、

自
国
民
の
男
子
学
生
は
こ
れ
ま
で
受
入
れ
て
い
な
い
が
、
外
国
人
留

学
生
全
体
の
約
三
〇
％
を
男
子
学
生
が
占
め
て
い
る41

）。
そ
の
た
め
梨

花
女
子
大
学
が
韓
国
の
他
の
女
子
大
と
比
べ
る
と
男
子
学
生
の
受
入

れ
に
消
極
的
で
は
あ
る
と
は
い
え
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
徹
底
し
て

「
男
子
禁
制
」
を
貫
い
て
き
た
の
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
と
も
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言
い
切
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

だ
が
そ
の
一
方
で
梨
花
女
子
大
学
の
現
在
の
総
長
は
、
大
学
院
へ

の
男
子
学
生
の
受
入
れ
に
つ
い
て
公
式
的
に
反
対
を
表
明
し
て
お
り
、

大
学
の
活
性
化
の
た
め
に
専
門
職
大
学
院
に
男
子
学
生
を
受
け
入
れ

て
は
ど
う
か
と
い
う
提
案
に
つ
い
て
は
、

全
く
計
画
が
な
い
（
…
）

女
性
に
最
大
限
の
機
会
を
与
え
る42

）」
と
発
言
し
て
い
る
。
憲
法
裁
判

所
は
本
件
認
可
処
分
に
つ
い
て
女
性
優
待
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は

な
い
と
し
た
が
、
梨
花
女
子
大
学
で
は
む
し
ろ
女
性
優
待
を
念
頭
に

置
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
れ
か
ら
被
害
の
最
小
性
に
つ
い
て
憲
法
裁
判
所
は
特
に
言
及
し

て
お
ら
ず
、
過
剰
禁
止
原
則
の
ひ
と
つ
の
基
準
を
省
略
し
て
し
ま
っ

た
た
め
、
本
件
で
は
過
剰
禁
止
原
則
を
緩
や
か
に
適
用
し
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
。

（
２
）
韓
国
に
お
け
る
私
人
間
効
力

次
に
、
憲
法
裁
判
所
は
梨
花
女
子
大
学
が
私
立
大
学
で
あ
る
た
め
、

公
権
力
に
よ
る
基
本
権
の
侵
害
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
て
、
梨
花
女

子
大
学
の
募
集
要
項
に
つ
い
て
は
、
原
告
に
よ
る
憲
法
訴
願
の
審
判

の
対
象
か
ら
は
却
下
し
た
。

た
し
か
に
、
韓
国
の
憲
法
裁
判
所
法
第
六
八
条
第
一
項
で
は
「
公

権
力
の
行
使
ま
た
は
不
行
使
に
よ
り
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
基
本
権
を

侵
害
さ
れ
た
者
は
、
法
院
の
裁
判
を
除
い
て
、
憲
法
裁
判
所
に
憲
法

訴
願
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
他
の
法
律
に
救

済
手
続
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
手
続
を
す
べ
て
経
た
後
で
な
け
れ

ば
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
お
り
、
私
人
間
に
お
け
る

基
本
権
侵
害
に
つ
い
て
は
、
憲
法
訴
願
審
判
を
認
め
て
い
な
い
。

そ
こ
で
韓
国
で
は
私
人
に
よ
っ
て
基
本
権
の
侵
害
を
受
け
た
場
合
、

法
院
（
日
本
で
い
う
裁
判
所
）
に
権
利
救
済
を
求
め
る
必
要
が
あ
る43

）。

一
見
す
る
と
、
こ
れ
で
は
私
人
間
効
力
に
つ
い
て
は
憲
法
訴
願
審
判

を
請
求
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
う
し
た
憲
法
裁
判
所
の
消

極
的
な
姿
勢
は
、
果
た
し
て
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
で
は
私
人
間
効
力
に
つ
い
て
、
学
説
で
は
無
効
力
説
や
直
接

適
用
説
、
間
接
適
用
説
な
ど
が
あ
り
、
現
在
で
は
間
接
的
要
説
が
通

説
的
見
解
と
な
っ
て
お
り
、
判
例
も
間
接
適
用
説
に
立
脚
し
て
い
る
。

一
方
、
韓
国
に
お
け
る
私
人
間
効
力
に
つ
い
て
の
学
界
で
の
議
論

を
み
る
と
、

原
則
的
に
間
接
適
用
説
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
但
し

憲
法
規
定
や
憲
法
解
釈
上
、
基
本
権
の
対
私
人
的
効
力
が
認
め
ら
れ

な
い
基
本
権
と
対
私
人
的
効
力
が
直
接
適
用
さ
れ
る
基
本
権
も
あ

る44
）」

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
具
体
的
に
は
請
求
権
的
基
本
権
・
司
法

手
続
的
基
本
権
・
参
政
権
・
遡
及
立
法
に
よ
る
参
政
権
制
限
と
財
産

権
剥
奪
禁
止
な
ど
は
私
人
間
効
力
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
、

勤
労
三
権
・
言
論
出
版
の
自
由
・
狭
義
の
人
間
の
尊
厳
と
価
値
お
よ
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び
幸
福
追
求
権
な
ど
は
私
人
間
効
力
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る45

）。
し
た
が
っ
て
、
学
界
で
は
私
人
間
効
力
を
認
め
る
見
解
が
支

配
的
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
憲
法
裁
判
所
で
も
救
済
方
法
を
講
じ
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

お
わ
り
に

梨
花
女
子
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
事
件
は
、
韓
国
社
会
に
お
け
る
男

女
の
平
等
が
議
論
さ
れ
る
な
か
で
、
積
極
的
差
別
是
正
措
置
と
逆
差

別
の
問
題
が
注
目
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
が
、
憲
法
裁
判
所
は
こ
う

し
た
憲
法
問
題
に
つ
い
て
正
面
か
ら
積
極
的
な
判
断
を
し
た
と
は
言

い
が
た
い
。

韓
国
社
会
で
は
現
在
、
女
性
の
社
会
進
出
を
高
め
る
た
め
の
さ
ま

ざ
ま
な
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
現
在
で
も
男
性
の
み
が
兵

役
の
義
務
を
課
さ
れ
て
い
る
な
ど
（
兵
役
法
第
三
条
第
一
項
）、
近

年
で
は
男
性
か
ら
も
不
満
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る46

）。
例
え
ば
、
韓
国

の
男
性
は
一
般
的
に
大
学
を
休
学
し
て
兵
役
に
就
く
た
め
、
学
業
や

就
職
が
女
性
よ
り
も
出
遅
れ
て
し
ま
う
と
い
う
不
利
益
が
問
題
と

な
っ
て
い
る47

）。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
状
況
が
男
性
に
と
っ
て
大
き

な
不
満
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
ま
た
兵
役
忌
避
の
問
題
を
解
決
す
る

た
め
の
一
環
と
し
て
、
一
九
九
九
年
に
憲
法
裁
判
所
で
違
憲
と
さ
れ

た
公
務
員
試
験
に
お
け
る
「
軍
加
算
点
制
度
」
を
、
憲
法
に
抵
触
し

な
い
範
囲
で
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
議
論
が
起
き
る
た
び
に
女
性
団

体
か
ら
反
対
が
み
ら
れ
る
な
ど48

）、
韓
国
社
会
に
お
け
る
男
女
の
平
等

の
問
題
は
、
男
性
の
兵
役
の
義
務
と
絡
ん
で
、
非
常
に
解
決
が
困
難

な
複
雑
な
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
で
も
昨
年
、
栄
養
士
の
免
許
取
得
を
め
ざ
し
、
福
岡
女
子
大

学
の
「
食
・
健
康
学
科
」
へ
の
入
試
を
出
願
し
た
男
性
が
大
学
に
受

理
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
日
本
国
憲
法
第
一
四
条
に
違
反
す
る
と
し

て
提
訴
し
て
お
り49

）、
韓
国
の
梨
花
女
子
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
事
件
の

よ
う
な
ケ
ー
ス
が
起
き
る
な
ど
、
教
育
に
お
け
る
「
男
性
差
別
」
の

問
題
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
女
子
大
学
は
、
女
性
の
高
等
教
育
に
こ
れ
ま
で
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
近
年
で
は
、
女
性
の

社
会
進
出
が
高
ま
る
な
か
で
、
男
性
が
問
題
を
提
起
す
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
新
た
な
局
面
を
む
か
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
社
会

に
お
い
て
男
女
の
平
等
が
実
現
し
て
い
く
な
か
で
、
女
子
大
学
の
役

割
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
直
し
て
み
る
時
期
に
差
し
か
か
っ
て

き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

１
）

韓
国
で
は
憲
法
訴
願
審
判
に
お
け
る
当
事
者
の
こ
と
を
「

（
請
求
人
）」
と
「

（
被
請
求
人
）」
い
う
表
現
を
用
い

る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、
判
決
文
に
お
け
る
表
現
も
含
め
て
す
べ
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て
「
原
告
」・

被
告
」
と
意
訳
す
る
。

２
）

法
科
大
学
院
の
設
置
・
運
営
に
関
す
る
法
律
第
三
八
条：

教
育

部
長
官
は
法
科
大
学
院
が
設
置
さ
れ
た
大
学
ま
た
は
当
該
法
科
大
学

院
が
第
五
条
第
二
項
お
よ
び
第
四
項
、
第
七
条
第
三
項
、
第
八
条
、

第
一
六
条
、
第
一
七
条
、
第
一
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第

一
九
条
、
第
二
〇
条
、
第
二
二
条
、
第
二
三
条
、
第
二
五
条
、
第
二

七
条
お
よ
び
第
三
二
条
に
違
反
す
る
場
合
に
は
、
一
定
の
期
間
を
定

め
て
法
科
大
学
院
が
設
置
さ
れ
た
大
学
の
設
立
・
経
営
者
ま
た
は
大

学
の
長
に
是
正
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
）

法
科
大
学
院
の
設
置
・
運
営
に
関
す
る
法
律
第
二
二
条：

法
科

大
学
院
に
入
学
で
き
る
者
は
学
士
号
を
も
っ
て
い
る
か
、
法
令
に
よ

り
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（
以
下
「
学

士
号
を
取
得
し
た
者
」
と
す
る
）
と
す
る
。

４
）

鄭
宗

「
韓
国
の
法
学
専
門
大
学
院
の
現
状
と
課
題
」
法
学
教

室
、
通
巻
三
八
三
号
（
二
〇
一
二
・

八
）、
一
四
二
頁
参
照
。

５
）

鄭
、
同
上
。

６
）

司
法
試
験
合
格
率
、
最
低
の
二
二
％

予
備
試
験
組
は
六

六
％
」
朝
日
新
聞
、
二
〇
一
四
年
九
月
一
〇
日
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G
9
9
U
T
IL
0
2
M
.h
tm
l

（
検

索
日：

二
〇
一
五
・
一
・
二
五
）

７
）

楊
萬
植
「
韓
国
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
状
況
と
卒
業
後
の
進
路
」

専
修
大
学
今
村
法
律
研
究
室
報
、
第
五
九
号
（
二
〇
一
三
・
一
二
）

一
九
頁
参
照
。

８
）

楊
、
同
上；

藤
原
夏
人
「【
韓
国
】
法
曹
界
の
新
し
い
動
き

｜
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
出
身
弁
護
士
の
誕
生
｜
」
外
国
の
立
法：

立
法
情

報
・
翻
訳
・
解
説
、
月
刊
版
二
五
三

一
号
（
二
〇
一
二
・
一
〇
）、
二

四
頁
参
照
。

９
）

鄭
宗

、

憲
法
訴
訟
法

第
四
版
」、

：

博
英
社
、
二
〇

〇
六
、
四
六
九

。

10
）

老
「
韓
国
の
違
憲
審
査
制
の
現
況
と
課
題

｜
違
憲
審
査

基
準
を
中
心
と
し
て
」
大
沢
秀
介
・
小
山
剛
編
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け

る
ア
メ
リ
カ
憲
法
｜
憲
法
裁
判
の
影
響
を
中
心
に
』

慶
應
義
塾
大

学
出
版
会
・
二
〇
〇
六
）
八
四
頁
参
照
。

11
）

、
同
上
。

12
）

一
九
八
九
・
一
二
・
一
二
・
八
八

一
三；

、
同
上
、

八
五
頁
参
照
。

13
）

鄭
宗

、

憲
法
學
原
論
」、

：

博
英
社
、
二
〇
〇
六
、
二

九
六

。

14
）

老
は
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
確
立
さ
れ
て
い
る
比
例

原
則
で
あ
る
「
適
合
性
の
原
則
」

必
要
性
の
原
則
」

狭
義
の
比
例

原
則
」
を
そ
れ
ぞ
れ
自
国
の
「
方
法
の
適
正
性
」

被
害
の
最
小
性
」

法
益
の
均
衡
性
」
に
当
て
は
め
て
い
る
。

、
前
掲
、
八
六
頁
参

照
）。

15
）

成

寅
、

憲
法
學
」、

：

法
文
社
、
二
〇
〇
五
、
二
六
〇

。

16
）

鄭
宗

、
註

13
）、

。

17
）

鄭
宗

、

、
二
九
七

。

18
）

鄭
宗

、

、

。
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19
）

、
前
掲
、
八
七
頁
参
照
。

20
）

肯
定
説
は
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
判
決
が
出
る
前
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
り
、
否
定
説
は
判
決
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
点
に
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
。

21
）

、〞

〝、

、

三
九

、

三

（
二
〇
一
一
・

二
）、
三
〇
二

。

22
）

、

、
三
〇
三

三
〇
四

。

23
）

、

、
三
〇
五

。

24
）

、

、
三
〇
六

。

25
）

、

、

。

26
）

韓
国
公
職
選
挙
法
第
四
七
条
第
三
項：

政
党
が
比
例
代
表
国
会

議
員
選
挙
及
び
比
例
代
表
地
方
議
会
議
員
選
挙
に
候
補
者
を
推
薦
す

る
時
に
は
、
そ
の
候
補
者
の
う
ち
一
〇
〇
分
の
五
〇
以
上
を
女
性
に

推
薦
し
、
そ
の
候
補
者
名
簿
の
順
位
の
す
べ
て
の
奇
数
に
は
女
性
を

推
薦
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

27
）

、

、
三
一
一

。

28
）

、

、
三
一
三

三
一
四

。

29
）

、〞

二
〇
〇
九

五
一
四

〝、

、

一
七

（
二
〇
一
三
）、
六
八

。

30
）

法
科
大
学
院
の
設
置
・
運
営
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項：

教
育
部
長
官
は
国
民
に
対
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス
の
円
滑
な
提
供
及
び

法
曹
人
の
需
給
状
況
な
ど
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
、
法
科
大
学
院
の

総
入
学
定
員
を
定
め
る
。
こ
の
場
合
教
育
部
長
官
は
総
入
学
定
員
を

あ
ら
か
じ
め
国
会
所
管
の
常
任
委
員
会
に
報
告
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

31
）

、

、
六
八

六
九

。

32
）

、

、
六
九

。

33
）

、

、
七
一

。

34
）

、

、

。

35
）

、

、
七
一

七
二

。
リ
ュ
ー
ト
事

件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
木
村
俊
夫
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に

お
け
る
「
リ
ュ
ー
ト
事
件
」
の
深
層：

ユ
ダ
ヤ
人
ジ
ュ
ー
ス
・
オ
ッ

ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
裁
判
を
め
ぐ
っ
て
」
法
政
研
究
、
第
六
八
巻
第
一
号

（
二
〇
〇
一
）
二
三
九

二
四
一
頁
参
照
。

36
）

、

、
七
二

。

37
）

、

、
七
三

。

38
）

、

、
七
四

。

39
）

、

、
七
五

七
六

。

40
）
〞〞

〝
…

’

‘〝、

、
二
〇
一
二

二

二
八

、h
ttp

: /
/
w
w
w
.a
sia

to
d
a
y
.c
o
.k
r /
v
ie
w
.p
h
p
?

k
ey
＝
603794

（

：

二
〇
一
五
・

二
・

六
）

41
）
〞

〝、

、
二
〇
〇
九

七

二
八

。h
ttp
: //w

w
w
.ch
o
su
n
.co
m
/site /d

a
ta
/

h
tm
l d
ir /2009 /07 /28 /2009072800880.h

tm
l

（

：

二
〇
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一
五
・

二
・

六
）

42
）
〞

、〞

〝〝、

、
二
〇
一
四

八

二
二

、

h
ttp

: /
/
to
u
r.e
g
re
e
n
n
e
w
s.c
o
m
/
n
e
w
s /
a
rtic

le
V
ie
w
.h
tm
l?

id
x
n
o
＝
51094

（

：

二
〇
一
五
・
二
・
八
）

43
）

二
〇
一
〇
・
四
・
二
二

二
〇
〇
八

三
八
二
八
八

宗
教
団
体
が
設
立
し
た
私
立
高
校
に
お
い
て
宗
教
教
育
を
必
須
科
目

と
し
た
こ
と
が
、
韓
国
憲
法
第
二
〇
条
の
信
教
の
自
由
に
違
反
す
る

か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
事
例
。

44
）

成

寅
、

、
二
四
一

。

45
）

成

寅
、

、
二
四
一

二
四
二

。

46
）

女
性
に
兵
役
税
を
」
…
韓
国
内
の
「
女
性
嫌
悪
症
」、
底
辺

に
は
兵
役
問
題
」、
中
央
日
報
、
二
〇
一
四
年
三
月
一
九
日
、

h
ttp
: //ja

p
a
n
ese.jo

in
s.co

m
/a
rticle /140 /183140.h

tm
l

（
検
索

日：

二
〇
一
五
・
四
・
一
二
）
な
お
憲
法
裁
判
所
は
男
性
の
み
兵
役
義

務
を
課
し
て
い
る
兵
役
法
第
三
条
第
一
項
に
つ
い
て
、

武
器
の
所

持
・
作
動
及
び
戦
場
の
移
動
に
要
請
さ
れ
る
筋
力
な
ど
が
優
秀
な
男

性
が
戦
闘
に
よ
り
適
合
し
た
身
体
的
能
力
を
備
え
て
い
る
」
と
し
て

原
告
の
訴
え
を
棄
却
し
て
い
る
（

二
〇
一
四
・
二
・
二
七
・
二
〇

一
一

八
二
五
）。

47
）

﹇
オ
ピ
ニ
オ
ン
﹈
兵
役
加
点
を
め
ぐ
る
議
論
」、
東
亜
日
報
、

二
〇
一
四
年
一
二
月
二
〇
日
、h

ttp
: //ja

p
a
n
ese.d

o
n
g
a
.co
m
/

srv
/serv

ice.p
h
p
3?b

iid
＝
2014122012748

（
検
索
日：

二
〇
一

五
・
二
・
一
五
）

48
）

【
社
説
】

軍
加
算
点
制
」
復
活
さ
せ
共
感
広
げ
ね
ば
」、
中
央

日
報
、
二
〇
一
一
年
一
月
一
一
日
、h

ttp
: //ja

p
a
n
ese.jo

in
s.

co
m
/a
rticle /525 /136525.h

tm
l

（
検
索
日：

二
〇
一
五
・
二
・
一

五
）

49
）

公
立
女
子
大
行
き
た
い
」
男
性
、
出
願
不
受
理
は
違
憲
と
提

訴
」、
朝
日
新
聞
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
五
日
、h

ttp
: //w

w
w
.

a
sa
h
i.c
o
m
/
a
rtic

le
s /
A
S
G
C
F
5
1
Q
Y
G
C
F
P
P
Z
B
0
0
N
.h
tm
l

（
検
索
日：

二
〇
一
五
・
二
・
二
四
）
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